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損害賠償請求事件（第１事件、第２事件） 

宇都宮地方裁判所 

令和 7 年 6月 26 日 判決 

 

主 文 

１ 被告は、第１事件原告に対し、４４９万１９４９円及び別紙１遅延損害金目録の「損害

元本」欄記載の各金額に対する当該各「起算日」欄記載の日から各支払済みまで年５分の割

合による金員を支払え。 

２ 被告は、第２事件原告に対し、２７２万９２１０円及び別紙２遅延損害金目録の「損害

元本」欄記載の各金額に対する当該各「起算日」欄記載の日から各支払済みまで年５分の割

合による金員を支払え。 

３ 訴訟費用は、第１事件及び第２事件を通じ、被告の負担とする。 

４ この判決は、第１項及び第２項に限り、仮に執行することができる。 

 

事実及び理由 

第１ 請求  

１ 第１事件 

主文１項と同旨  

２ 第２事件 

主文２項と同旨 

第２ 事案の概要  

１ 事案の要旨 

本件は、被告の公務員がした別紙３物件目録記載の家屋（以下「本件家屋」という。）の

再建築費評点数の算出に誤りがあり、これを基礎として順次算出された本件家屋の固定資

産課税台帳登録価格が過大に決定されていたことについて、本件家屋のもと所有者である

第１事件原告が、本件家屋の固定資産税及び都市計画税（以下、両税を併せて「固定資産税

等」という。）並びに不動産登記に係る登録免許税を過剰に納付させられて損害を被ったと

主張して、被告に対し、国家賠償法（以下「国賠法」という。）１条１項に基づ き、損害賠

償金及びこれに対する加害行為の後の日（上記各税の納付日以降の日）から各支払済みまで

平成２９年法律第４４号による改正前の民法（以下「改正前民法」という。）所定の年５分

の割合による遅延損害金の支払を求め（第１事件）、また、本件家屋の現所有者である第２

事件原告が、本件家屋の不動産登記に係る登録免許税及び不動産取得税を過剰に納付させ

られて損害を被ったと主張して、被告に対し、国賠法１条１項に基づき、損害賠償金及びこ

れに対する加害行為の後の日（上記各税の納付日）から各支払済みまで改正前民法所定の年

５分の割合による遅延損害金の支払を求める（第２事件）事案である。 
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２ 前提となる事実等（特に証拠等を掲記しない限り、当事者間に争いがない。） 

（１）本件家屋に係る税金の課税主体 

ア 日光市（被告）は、平成１８年３月２０日、旧日光市、今市市、上都賀郡Ａ、塩谷郡Ｂ

（本件家屋の所在地）及び同郡Ｃが新設合併して発足した地方公共団体である（以下、上記

新設合併前のＢを含めて「被 告」という。）。 

被告は、本件家屋を含む被告市内に存する家屋に係る固定資産課税台帳登録価格を決定

し、それらを課税客体とする固定資産税等を賦課徴収する権限を有する地方公共団体であ

る。 

イ 国は、登録免許税の課税主体である。 

ウ 栃木県は、同県内の家屋の取得に係る不動産取得税の課税主体である。 

（２）本件家屋の所有者 

ア 合同会社ふなびき（平成１９年１月２９日の組織変更前の商号：株式会社ふなびき）は、

平成１７年３月１日、本件家屋を所有する合名会社東山閣ホテルを吸収合併した（αＡ１な

いしＡ４）。 

イ 第１事件原告（平成２５年１１月１日の商号変更前の商号：株式会社星野リゾート・ワ

クワク旅館）、平成２５年５月１日、本件家屋を所有する合同会社ふなびきを吸収合併した

（以下、同吸収合併前の合同会社ふなびきと上記アの吸収合併前の合名会社東山閣ホテル

を含めて「第１事件原告」という。）。（αＡ１、Ａ４ないしＡ６） 

ウ 第１事件原告は、第２事件原告に対し、平成２６年４月４日、本件家屋を売渡した（α

Ａ１。以下「本件売買」という。）。 

（３）本件家屋の登録免許税・不動産取得税の納税義務者 

ア 第１事件原告は、前記（２）アの吸収合併による所有権移転登記（宇都宮地方法務局今

市支局平成１７年３月２３日受付第２６９５号。以下「本件登記〔１〕」という。）及び前記

（２）イの吸収合併による所有権移転登記（同法務局日光支局平成２５年５月２１日受付第

３５３５号。以下「本件登記〔２〕」という。）に係る登録免許税の納税義務者である。 

イ 第２事件原告は、本件売買による本件家屋の不動産取得税の納税義務者である。 

ウ 第１事件原告及び第２事件原告（以下併せて「原告ら」という。）は、本件売買による所

有権移転登記（同法務局同支局平成２６年５月２日受付第３４２７号。以下「本件登記〔３〕」

という。）に係る登録免許税の連帯納税義務者である。 

（４）本件家屋の固定資産課税台帳登録価格の決定の誤り 

ア 被告の公務員は、本件家屋の平成９年度の１平方メートル当たりの再建築費評点数の算

出において、前年度の再建築費評点数を１８万０３１５点とすべきところ、建築設備費を二

重に計上したことにより、誤ってこれを２４万４８８７点とした。 

その後、被告の公務員は、本件家屋の平成１２年度の１平方メートル当たりの再建築費評

点数の算出においても、前基準年度の再建築費評点数を１６万５５２９点とすべきところ、

これを１８万０３１５点とした（以下「本件過誤」という。）。本件過誤は、被告の公務員に
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よって故意又は過失により違法に行われたものである。 

イ 本件過誤によって、平成１２年度から令和３年度までの間、順次算出された本件家屋の

各基準年度の１平方メートル当たりの再建築費評点数はいずれも過大であった。これによ

り、本件家屋の各基準年度の固定資産課税台帳登録価格も過大に算出・決定された。被告が

決定した本件家屋の各基準年度の固定資産課税台帳登録価格は、別紙４価格推移表記載１

の当初推移表の「評価額」欄記載のとおりであり、平成１２年度の１平方メートル当たりの

再建築費評点数の算出の誤りを是正した場合の本件家屋の各基準年度の固定資産課税台帳

登録価格は、別紙４価格推移表記載２の修正後推移表の「評価額」欄記載のとおりである。 

（５）本件家屋の税額の算出の誤り 

ア 被告は、本件家屋の各年度の固定資産税等の額について、前記（４）イのとおりに過大

に決定された固定資産課税台帳登録価格を課税標準として算出し、第１事件原告に対し、別

紙５税額等一覧表の「当初相当税額」欄記載のとおり、固定資産税等の賦課決定をした。平

成１２年度の１平方メートル当たりの再建築費評点数の算出の誤りを是正して算出した固

定資産税等の額は、別紙５税額等一覧表の「修正後相当税額」欄記載のとおりである。（α

Ａ１０） 

イ 本件登記〔１〕、本件登記〔２〕及び本件登記〔３〕に係る登録免許税額は、前記（４）

イのとおりに過大に決定された固定資産課税台帳登録価格を基礎として算出すると、別紙

６税額等一覧表の「当初相当税額」欄記載のとおりとなり、平成１２年度の１平方メートル

当たりの再建築費評点数の算出の誤りを是正して算出すると、別紙６税額等一覧表の「修正

後相当税額」欄記載のとおりとなる（αＡ１４の１、Ａ１４の ２、Ｂ３）。 

ウ 栃木県は、本件売買による本件家屋の不動産取得税額について、前記（４）イのとおり

に過大に決定された固定資産課税台帳登録価格を基礎として算出し、第２事件原告に対し、

平成２６年１２月８日、本件売買による本件家屋の不動産取得税として、１６７０万２９０

０円を賦課する決定をし、その頃、納税通知書を交付した。上記誤りを是正して算出した不

動産取得税額は、１５３３万４０００円となる。（αＢ１、弁論の全趣旨） 

（６）各税金の納付 

ア 第１事件原告は、被告に対し、遅くとも平成１７年２月２８日までの間に、本件家屋の

平成１６年度の固定資産税等として、２１８１万９９９７円を納付し、遅くとも平成１８年

２月２８日までの間に、本件家屋の平成１７年度の固定資産税等として、２１１５万８７８

５円を納付した（弁論の全趣旨）。 

イ 第１事件原告は、国に対し、平成１７年３月２３日頃、本件登記〔１〕に際し、登録免

許税として３８１万６０００円を納付し、平成２５年５月２１日、本件登記〔２〕に際し、

登録免許税として４９４万５１００円を納付した（αＡ１４の１、Ａ１４の２）。 

ウ 第２事件原告は、国に対し、平成２６年５月２日、本件登記〔３〕に係る登録免許税と

して１４６２万２６００円を納付し、栃木県に対し、同年１２月２６日、本件売買による不

動産取得税として、１６７０万２９００円を納付した（αＢ２、Ｂ３）。 



宇都宮地裁令和 6（ワ）207·令和 6（ワ）500 

（７）原告らによる訴えの提起 

ア 第１事件原告は、令和６年４月２日、本件家屋の平成１６年度及び平成１７年度の固定

資産税の過納金相当額の損害賠償金の支払を求めて第１事件に係る訴えを提起し、同年１

２月１９日、本件家屋の平成１６年度及び平成１７年度の都市計画税並びに本件登記〔１〕

及び本件登記〔２〕に係る登録免許税の過納金相当額の損害賠償金の支払を求める請求を追

加した（当裁判所に顕著な事実）。 

イ 第２事件原告は、令和６年８月１６日、本件売買による不動産取得税の過納金相当額の

損害賠償金の支払を求めて第２事件に係る訴えを提起し、同年１２月１９日、本件登記〔３〕

に係る登録免許税の過納金相当額の損害賠償金の支払を求める請求を追加した（当裁判所

に顕著な事実）。 

（８）消滅時効の援用 

被告は、第１事件原告に対し、令和７年４月２４日の本件口頭弁論期日において、本件登

記〔１〕に係る登録免許税の過納金相当額の損害賠償請求権について、消滅時効を援用する

旨の意思表示をした（当裁判所に顕著な事実）。 

３ 主たる争点及びこれに関する当事者の主張 

（１）本件過誤と相当因果関係がある第１事件原告の損害（争点（１）） 

（第１事件原告の主張） 

本件過誤により本件家屋の固定資産課税台帳登録価格が過大に決定され続けたところ、

固定資産税等及び登録免許税はいずれも固定資産課税台帳登録価格を基礎として算出され

ることからして、両税の過納金相当額は、本件過誤と相当因果関係がある損害である。 

そうすると、本件過誤と相当因果関係がある第１事件原告の損害は、平成１６年度の固定

資産税等の過納金相当額１７８万９３５７円及びこれに対する弁護士費用１７万８９３５

円、平成１７年度の固定資産税等の過納金相当額１７３万５１３４円及びこれに対する弁

護士費用１７万３５１３円、本件登記〔１〕に係る登録免許税の過納金相当額２１万６９０

０円及びこれに対する弁護士費用２万１６９０円並びに本件登記〔２〕に係る登録免許税の

過納金相当額３４万２２００円及びこれに対する弁護士費用３万４２２０円となる。 

（被告の主張） 

第１事件原告の主張のうち、固定資産税等の過納金相当額の損害賠償請求の点は認める

が、その余は否認ないし争う。登録免許税の課税に係る手続に被告は関与しておらず、本件

過誤とその過納金相当額の損害との間には相当因果関係がない。 

（２）本件過誤と相当因果関係がある第２事件原告の損害（争点（２）） 

（第２事件原告の主張） 

本件過誤により固定資産課税台帳登録価格が過大に決定され続けたところ、登録免許税

及び不動産取得税はいずれも固定資産課税台帳登録価格を基礎として算出されることから

して、両税の過納金相当額は、本件過誤と相当因果関係がある損害である。 

そうすると、本件過誤と相当因果関係がある第２事件原告の損害は、本件登記〔３〕に係
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る登録免許税の過納金相当額１１１万２２００円及びこれに対する弁護士費用１１万１２

２０円並びに本件売買による不動産取得税の過納金相当額１３６万８９００円及びこれに

対する弁護士費用１３万６８９０円となる。 

（被告の主張） 

第２事件原告の主張は否認ないし争う。登録免許税及び不動産取得税の課税に係る手続

に被告は関与しておらず、本件過誤とこれらの過納金相当額の損害との間には相当因果関

係がない。 

（３）第１事件原告の登録免許税の過納金に係る損害賠償請求権についての除斥期間の経

過の有無又は消滅時効の成否（争点（３）） 

（被告の主張） 

改正前民法７２４条後段及び民法７２４条２号がいう「不法行為の時」（以下、改正の前

後を問わず「不法行為の時」という。）とは、加害行為時と解すべきである。そこで、第１

事件における加害行為の内容について検討するに、過大な固定資産課税台帳登録価格を決

定したことや、過大な固定資産課税台帳登録価格が記載された家屋評価証明書等を交付し

たことが加害行為を構成するとはいえず、本件過誤のみが加害行為を構成するといえる。そ

うすると、「不法行為の時」から訴えの提起日まで２０年以上が経過しており、除斥期間が

経過している。 

仮に、過大な固定資産課税台帳登録価格を決定したことが加害行為の一部を構成すると

しても、本件登記〔１〕の登録免許税の過納金に係る損害賠償請求権については、加害行為

の終期である平成１６年度の固定資産課税台帳登録価格の決定時が平成１６年３月３１日

以前であることからして、「不法行為の時」から訴えの提起日まで２０年以上が経過してお

り、消滅時効が完成している。 

（第１事件原告の主張） 

被告の主張は否認ないし争う。 

本件家屋の所有権が移転して初めて所有権の取得者に登録免許税の過納金相当額の損害

が生じるという本件の性質に鑑みると、本件において、加害行為時を起算点とするのは、被

害者である第１事件原告にとって酷であるほか、加害者である被告は、相当の期間が経過し

た後に損害賠償請求を受けることを予期すべきであったといえる。そうすると、本件での

「不法行為の時」については、第１事件原告に対し、具体的な納税義務を生じさせる行為の

効力が及んだ時と解すべきであり、本件登記〔１〕に係る登録免許税の過納金に係る損害賠

償請求権については、その登記申請時である平成１７年３月２３日が、本件登記〔２〕によ

る登録免許税の過納金に係る損害賠償請求権については、その登記申請時である平成２５

年５月２１日が「不法行為の時」となる。 

また、仮に、本件での「不法行為の時」について加害行為時と解するとしても、被告にお

いて過大な固定資産課税台帳登録価格を決定したことが加害行為の一部を構成するのは当

然のこととして、過大な固定資産課税台帳登録価格が登録されている限り加害行為も継続
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しているというべきであるため、被告において、過大な固定資産課税台帳登録価格を証明し

たり通知したりする行為も加害行為の一部を構成する。そうすると、本件登記〔１〕による

登録免許税の過納金相当額に係る損害賠償請求においては、その登記申請の際に用いた平

成１７年３月１４日付け家屋評価証明書の交付時が、本件登記〔２〕による登録免許税の過

納金相当額に係る損害賠償請求においては、その登記申請の際に用いた平成２５年５月１

０日付け平成２５年度固定資産評価額通知書の交付時が加害行為の終期となる。 

したがって、いずれにしても、除斥期間の経過又は消滅時効の完成が認められる余地はな

い。 

（４）第２事件原告の登録免許税・不動産取得税の過納金に係る損害賠償請求権についての

除斥期間の経過の有無（争点（４）） 

（被告の主張） 

前記のとおり、「不法行為の時」とは、加害行為時と解するのが相当であるところ、第２

事件においても、本件過誤のみが加害行為を構成するといえるため、「不法行為の時」から

訴えの提起日まで２０年以上が経過しており、第２事件原告の各損害賠償請求権は除斥期

間が経過している。 

（第２事件原告の主張） 

被告の主張は否認ないし争う。 

本件での「不法行為の時」は、第２事件原告に対し、具体的な納税義務を生じさせる行為

の効力が及んだ時と解すべきであり、登録免許税の過納金に係る損害賠償請求権について

は、その登記申請時である平成２６年５月２日が、不動産取得税の過納金に係る損害賠償請

求権については、当該税金の納税通知書が第２事件原告に交付された時である同年１２月

９日以降の日が「不法行為の時」となる。 

仮に「不法行為の時」について加害行為時と解するとしても、過大な固定資産課税台帳登

録価格を決定したことや、過大な固定資産課税台帳登録価格を証明したり通知したりする

行為が加害行為の一部を構成するため、登録免許税の過納金相当額の損害賠償請求権にお

いては、その登記申請の際に用いた平成２６年４月３日付け平成２６年度固定資産評価額

通知書の交付時が、不動産取得税の過納金相当額の損害賠償請求権においては、平成２６年

度の固定資産課税台帳への価格の登録時が加害行為の終期となる。 

したがって、いずれにしても、除斥期間の経過が認められる余地はない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 第１事件について 

（１） 争点（１）（本件過誤と相当因果関係がある第１事件原告の損害）について 

ア 本件家屋に係る固定資産税等について 

家屋に係る固定資産税等は、年度ごとに、当該年度の初日の属する年の１月１日を賦課期

日として、納税義務者である当該家屋の所有者に課されるものであり（地方税法３４３条１

項、３５９条、７０２条、７０２条の６）、各年度の固定資産税等は、原則として基準年度
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の固定資産課税台帳登録価格等を課税標準として、その税額を確定する賦課決定がされ、課

税標準額、税率、税額、納期等を記載した納税通知書が所有者に交付されることにより、所

有者にその具体的な納税義務が生ずることとなる。 

このような一連の手続を経て、各年度の固定資産税等が課されることとなるところ、ある

年度の家屋の固定資産税等の税額が過大に決定されて所有者に損害が生じた場合に、その

原因が、手続の過程におけるいずれかの行為（当該年度の賦課に係る行為のほか、その基礎

とされた従前の年度における行為を含む。）に過誤があったことに求められるときには、過

誤のあった当該行為が故意又は過失により違法に行われたものであるということができれ

ば、当該一連の手続により生じた損害に係る国家賠償責任が生ずるものということができ

る（最高裁令和２年３月２４日第三小法廷判決・民集７４巻３号２９２頁参照）。 

本件家屋については、別紙４価格推移表記載１の当初推移表記載のとおり、１平方メート

ル当たりの再建築費評点数が基準年度ごとに一定の補正率を乗じて算出されていた結果、

本件過誤があった以降、平成１２年度から令和３年度までの間、順次算出された基準年度の

再建築費評点数はいずれも過大となり、これにより、本件家屋の各年度の固定資産課税台帳

登録価格も過大に算出・決定された（前提となる事実等（４）イ）。また、第１事件原告は、

被告に対し、遅くとも平成１７年２月２８日までの間に、本件家屋の平成１６年度の固定資

産税等として、２１８１万９９９７円を納付し、遅くとも平成１８年２月２８日までの間 

に、本件家屋の平成１７年度の固定資産税等として、２１１５万８７８５円を納付した事実

が認められる（前提となる事実等（６）ア）。 

そうすると、第１事件原告は、本件過誤によって、平成１６年度及び平成１７年度の固定

資産税等として、別紙２税額等一覧表の「過納金相当額」欄記載の各金額の損害を被ったと

いうことができる（この点は、当事者間に争いがない）。 

イ 本件登記〔１〕及び本件登記〔２〕に係る登録免許税について 

登録免許税は、登記・登録を受ける者を納税義務者とし、課税物件が不動産登記の場合の

課税標準は、登記される不動産の登記時における当該不動産の価額であり（登録免許税法２

条（別表第１の１）、３条、１０条１項）、その価額は、当該登記の申請の日の属する年の１

月１日等現在における固定資産課税台帳登録価格等を基礎として定めるとされている（同

法附則７条）。そして、不動産登記においては、その申請時に領収証書等を添付して登記所

に提出することとなっているが（同法２１条、２２条）、登録免許税の納税義務は登記のと

きに成立し、税額は納税義務の成立と同時に確定する（国税通則法１５条２項１３号、３項

５号）。 

このように、不動産登記の登録免許税については、登記の申請に際し、自動的に賦課され

て納税する仕組みが法律上規定されていることからすれば、登記を申請した日の属する年

の固定資産課税台帳登録価格に誤りがあった結果、登録免許税の額が過大に決定されて登

記申請者に損害が生じた場合に、その原因が、固定資産課税台帳登録価格の決定手続の過程

における何らかの行為（当該年の行為のほか、その基礎とされた従前の年度における行為を
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含む。）に過誤があったことに求められるときには、過誤のあった当該行為が故意又は過失

により違法に行われたものであるということができれば、当該行為により生じた損害に係

る国家賠償責任が生ずるものということができると解される。 

そして、本件家屋については、１平方メートル当たりの再建築費評点数が基準年度ごとに

一定の補正率を乗じて算出されていた結果、本件過誤があった以降、平成１２年度から令和

３年度までの間、順次算出された基準年度の再建築費評点数及び固定資産課税台帳登録価

格がいずれも過大となっていたことは、前記アに説示のとおりであり、このような事情に照

らせば、被告が指摘する事情（被告が登録免許税の賦課手続に関与していないこと）を前提

としても、第１事件原告が、本件登記〔１〕に際し納付した登録免許税３８１万６０００円

のうち過納金相当額２１万６９００円（＝３８１万６０００円－３５９万９１００円（前提

となる事実等（５）イ、（６）イ））及び本件登記〔２〕に際し納付した登録免許税４９４万

５１００円のうち ３４万２２００円（＝４９４万５１００円－４６０万２９００円（前提

となる事実等（５）イ、（６）イ））は、いずれも本件過誤との間に相当因果関係のある損害

と認めるのが相当である。 

ウ 弁護士費用について 

第１事件原告が訴訟の提起・追行を同訴訟代理人弁護士に委任したことは当裁判所に顕

著であり、第１事件の内容や経過その他諸般の事情を踏まえると、相当因果関係がある弁護

士費用は、平成１６年度の固定資産税等の過納金相当額の損害につき１７万８９３５円、平

成１７年度の固定資産税等の過納金相当額の損害につき１７万３５１３円、本件登記〔１〕

による登録免許税の過納金相当額の損害につき２万１６９０円、本件登記〔２〕による登録

免許税の過納金相当額の損害につき３万４２２０円とそれぞれ認めるのが相当である。 

（２）争点（３）（第１事件原告の登録免許税の過納金に係る損害賠償請求権についての除

斥期間の経過の有無又は消滅時効の成否）について 

ア 被告は、「不法行為の時」とは、加害行為時と解すべきであり、本件過誤のみが加害行為

を構成するため、本件過誤が生じた時が「不法行為の時」である旨主張する。 

しかし、まず、家屋の固定資産税等の賦課に関し、その税額が過大であることによる国家

賠償責任が問われる場合、家屋の評価の誤りが生じた時点では、これを原因として実際に過

大な固定資産税等が課されることとなるか否か、過大な固定資産税等を課されて損害を受

ける者が誰であるかなどは不確定であって、当該誤りが修正されるなどすることなく手続

が進められ、これに基づいてある年度の固定資産税等につき賦課決定及び納税通知書の交

付がされて初めて、これを受けた者が当該賦課決定の定める税額につき納税義務を負うこ

とが確定することとなることからすると、当該年度の固定資産税等の過納金に係る損害賠

償請求権については、被害者である所有者に対して当該年度の具体的な納税義務を生じさ

せる賦課決定の効力が及んだ時点、具体的には納税通知書の交付がされた時点をもって、除

斥期間の起算点である「不法行為の時」とみることが相当である（固定資産税等の除斥期間

に関する前記最高裁判決参照）。 
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イ そして、不動産登記の登録免許税については、前記（１）イに記載した不動産登記の登

録免許税の課税の仕組みの下では、家屋の評価に誤りが生じた時点（登録免許税の算定の基

礎となる固定資産課税台帳登録価格の決定時）において、登録免許税の過納金に係る損害が

発生するか、同損害を被るのは誰であるかなどについては未確定というほかなく、登記の原

因となる法律行為等を経て、登記を申請する段階になって初めて、それらが確定するものと

いえる。したがって、前記アに説示したところに照らせば、かかる特徴を有する不動産登記

の登録免許税の過納金に係る損害賠償請求権における「不法行為の時」とは、登録免許税の

過納金に係る損害が発生することが確定した時点、すなわち、登録免許税の納税義務が生じ

る登記の申請時と解するのが相当であるから、被告の上記主張を採用することはできない。 

そうすると、本件登記〔１〕による登録免許税の過納金に係る損害賠償請求権においては、

その登記申請時である平成１７年３月２３日（前提となる事実等（３）ア）が、本件登記〔２〕

による登録免許税の過納金に係る損害賠償請求権については、その登記申請時である平成

２５年５月２１日（前提となる事実等（３）ア）が「不法行為の時」となるというべきであ

る。 

ウ したがって、第１事件原告が上記各請求権に係る訴えを提起した日である令和６年１２

月１９日の時点において、上記各請求権の除斥期間及び消滅時効の期間が経過していたも

のとはいずれも認められない。 

（３）まとめ 

以上によれば、被告は、第１事件原告に対し、損害賠償金合計４４９万１９４９円及び別

紙１遅延損害金目録の「損害元本」欄記載の各金額に対する当該各「起算日」欄記載の日か

ら各支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払義務を負うというべきである。 

２ 第２事件について 

（１） 争点（２）（本件過誤と相当因果関係がある第２事件原告の損害）について 

ア 本件登記〔３〕に係る登録免許税について 

前記１（１）イに説示したところによれば、本件過誤と本件登記〔３〕に係る登録免許税

の納付による損害との間には、相当因果関係が認められるというべきであるから、第２事件

原告が、平成２６年５月２日に納付した本件登記〔３〕に係る登録免許税１４６２万２６０

０円の過納金相当額１１１万２２００円（＝１４６２万２６００円－１３５１万０４００

円（前提となる事実等（５）イ、（６）ウ））は、第２事件原告の損害と認められる。 

イ 本件売買による不動産取得税について 

不動産取得税は、不動産の取得者を納税義務者とし、課税標準は不動産を取得したときに

おける当該不動産の価格であり、その価格は、固定資産課税台帳登録価格のある不動産につ

いては、原則として、当該固定資産課税台帳登録価格により決定するとされている（地方税

法７３条の２第１項、７３条の１３第１項、７３条の２１第１項）。そして、不動産取得税

の徴収は、普通徴収の方法によることとされ、納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも

その納期限前１０日までに納税者に交付しなければならないとされている（同法７３条の



宇都宮地裁令和 6（ワ）207·令和 6（ワ）500 

１８）。 

このように、不動産取得税は、法律上その課税標準が固定資産課税台帳登録価格の決定を

前提とし、これと不可分なものとして賦課される仕組みになっていることを考慮すると、不

動産を取得した年度の固定資産課税台帳登録価格に誤りがあった結果、不動産取得税の額

が過大に決定されて納税義務者に損害が生じた場合に、その原因が、固定資産課税台帳登録

価格の決定手続の過程における何らかの行為（当該年の行為のほか、その基礎とされた従前

の年度における行為を含む。）に過誤があったことに求められるときには、過誤のあった当

該行為が故意又は過失により違法に行われたものであるということができれば、当該行為

により生じた損害に係る国家賠償責任が生ずるものということができると解される。 

そして、本件家屋については、１平方メートル当たりの再建築費評点数が基準年度ごとに

一定の補正率を乗じて算出されていた結果、本件過誤があった後である平成２６年当時、算

出された基準年度の再建築費評点数及び固定資産課税台帳登録価格がいずれも過大となっ

ていたことは、前記（１）アに説示のとおりであり、このような事情に照らせば、被告が指

摘する事情（被告が不動産取得税の課税手続に関与していないこと）を前提としても、第２

事件原告が、栃木県に対して納付した本件売買による不動産取得税１６７０万２９００円

のうち過納金相当額１３６万８９００円（＝１６７０万２９００円－１５３３万４０００

円（前提となる事実等（５）ウ、（６）ウ））は、本件過誤との間に相当因果関係のある損害

と認めるのが相当である。 

ウ 弁護士費用について 

第２事件原告が訴訟の提起・追行を同訴訟代理人弁護士に委任したことは当裁判所に顕

著であるところ、第２事件の内容や経過その他諸般の事情を踏まえると、相当因果関係があ

る弁護士費用は、上記登録免許税の過納金相当額の損害につき１１万１２２０円、上記不動

産取得税の過納金相当額の損害につき１３万６８９０円とそれぞれ認めるのが相当である。 

（２）争点（４）（第２事件原告の登録免許税・不動産取得税の過納金に係る損害賠償請求

権についての除斥期間の経過の有無）について 

前記１（２）に説示したところと同様の理由から、第２事件原告の登録免許税の過納金に

係る損害賠償請求権との関係でも、「不法行為の時」とは、第２事件原告に対して登録免許

税の納税義務が生じた時点、すなわち登記の申請時と、また、不動産取得税の過納金に係る

損害賠償請求権との関係では、「不法行為の時」とは、被害者である第２事件原告に対して

不動産取得税の納税義務が生じた時点、すなわち、不動産取得税の納税通知書が第２事件原

告に交付された時と解するのが相当である。 

そうすると、本件登記〔３〕による登録免許税の過納金に係る損害賠償請求権においては、

その登記申請時である平成２６年５月２日（前提となる事実等（３）ウ）が「不法行為の時」

となり、不動産取得税の過納金に係る損害賠償請求権においては、その納税通知書が第２事

件原告に交付された時である同年１２月８日頃以降の日（前提となる事実等（５）ウ）が「不

法行為の時」となる。 
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したがって、第２事件原告が上記請求権に係る訴えを提起した日である令和６年８月１

６日及び同年１２月１９日の時点において、上記各請求権に係る除斥期間が経過していた

ものとはいずれも認められない。 

（３）まとめ 

以上によれば、被告は、第２事件原告に対し、損害賠償金合計２７２万９２１０円及び別

紙２遅延損害金目録の「損害元本」欄記載の各金額に対する当該各「起算日」欄記載の日か

ら各支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払義務を免れない。 

３ 結論 

よって、原告らの各請求はいずれも理由があるから、これらを認容することとして、主文

のとおり判決する。 
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